
（
敬
称
略
）

一

千
葉
大
学
法
学
会
主
催
・
共
催
の
講
演
会

二
〇
一
六
年
度
に
次
の
講
演
会
が
催
さ
れ
ま
し
た
。

二
〇
一
六
年
六
月
二
四
日

一
四
時
三
〇
分
〜

題
目

英
米
法
特
別
講
義
「
国
際
的
法
律
業
務
の
最
前
線
―
―

日
米
両
国
に
お
け
る
法
科
大
学
院
と
法
律
実
務
の
経
験

を
ふ
ま
え
て
―
―
」

講
師

堀

史
彦
（
弁
護
士
・
モ
リ
ソ
ン
・
フ
ォ
ス
タ
ー
／
伊

藤
見
富
法
律
事
務
所
ア
ソ
シ
エ
ー
ト
）

二
〇
一
六
年
七
月
一
二
日

一
四
時
三
〇
分
〜

題
目

英
米
法
特
別
講
義
「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
企
業
活
動
と
大
学

に
お
け
る
法
学
教
育
」

講
師

三
谷

厚
（
㈱
日
立
ハ
イ
テ
ク
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
取

締
役
人
事
総
務
本
部
長
）

二
〇
一
六
年
一
〇
月
二
〇
日

一
六
時
一
〇
分
〜

題
目

日
本
弁
護
士
連
合
会

日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
・
ひ

ま
わ
り
基
金
法
律
事
務
所
ガ
イ
ダ
ン
ス

講
師

土
佐
一
仁
（
弁
護
士
・
元
角
田
ひ
ま
わ
り
基
金
法
律
事

務
所
所
長
、
千
葉
大
学
大
学
院
専
門
法
務

研
究
科
修
了
）

植
田
高
史
（
弁
護
士
・
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
本
部

所
属
）

井
野
明
梨
（
弁
護
士
・
法
テ
ラ
ス
千
葉
法
律
事
務
所
）

鶴
森
雄
二
（
弁
護
士
・
元
法
テ
ラ
ス
宮
崎
法
律
事
務
所
）

中
澤
康
介
（
弁
護
士
・
元
法
テ
ラ
ス
岐
阜
法
律
事
務
所
）

二
〇
一
六
年
一
〇
月
二
七
日

一
六
時
一
〇
分
〜

題
目

ロ
ー
ス
ク
ー
ル
進
学
者
に
よ
る
ガ
イ
ダ
ン
ス

講
師

中
原
槙
也
（
首
都
大
学
東
京
大
学
院
社
会
科
学
研
究
科

法
曹
養
成
専
攻
修
了
、
新
第
７０
期
司
法
修

習
生
・
卒
業
生
）

山
下
華
穂
（
早
稲
田
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
修
了
、

新
第
７０
期
司
法
修
習
生
・
卒
業
生
）

森
田

優
（
東
京
大
学
大
学
院
法
学
政
治
学
研
究
科
法

曹
養
成
専
攻
２
年
（
既
修
コ
ー
ス
）・
卒

業
生
）

二
〇
一
六
年
一
二
月
九
日

一
六
時
一
〇
分
〜

題
目

裁
判
所
職
員
ガ
イ
ダ
ン
ス

講
師

前
川
典
之
（
千
葉
地
裁
・
事
務
局
人
事
課
課
長
補
佐
）

越
川
知
恵
子
（
千
葉
地
裁
・
民
事
部
書
記
官
）

大
島
弘
樹
（
千
葉
家
裁
少
年
部
主
任
家
裁
調
査
官
）

雑

報
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二
〇
一
七
年
一
月
一
〇
日

一
四
時
三
〇
分
〜

題
目

環
境
法
特
別
講
義
「
国
際
環
境
法
を
学
ぼ
う
〜
気
候
変

動
交
渉
の
現
場
か
ら
」

講
師

久
保
田
泉
（
国
立
環
境
研
究
所
・
主
任
研
究
員
）

二
〇
一
七
年
一
月
一
七
日

一
〇
時
三
〇
分
〜

題
目

ア
ジ
ア
政
治
Ⅱ
特
別
講
義
「
メ
コ
ン
開
発
の
現
状
と
Ｎ

Ｇ
Ｏ
―
環
境
、
農
業
、
貧
困
か
ら
考
え
る
」

講
師

木
村

茂
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
日
本
国
際
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ

ン
タ
ー
）

二
〇
一
七
年
一
月
二
〇
日

一
六
時
一
〇
分
〜

題
名

公
務
員
ガ
イ
ダ
ン
ス

講
師

村
井
咲
音
（
内
閣
府
総
合
職
内
定
・
人
文
社
会
科
学
研

究
科
博
士
前
期
課
程
在
学
生
・
法
学
科

卒
）

小
室
芳
樹
（
衆
議
院
事
務
局
内
定
・
総
合
政
策
学
科

学
生
）

坂
田
莉
緒
（
裁
判
所
事
務
官
内
定
・
法
学
科
学
生
）

福
田
奨
悟
（
茨
城
県
庁
内
定
・
総
合
政
策
学
科
学
生
）

二
〇
一
七
年
一
月
二
四
日

一
〇
時
三
〇
分
〜

題
目

ア
ジ
ア
政
治
Ⅱ
特
別
講
義
「
メ
コ
ン
地
域
に
お
け
る
人

身
売
買
・
人
身
取
引
と
Ｎ
Ｇ
Ｏ
」

講
師

松
本
謡
子
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ワ
ー
ル
ド
ビ
ジ
ョ
ン
ジ
ャ
パ
ン
）

志
澤
道
子
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ワ
ー
ル
ド
ビ
ジ
ョ
ン
ジ
ャ
パ
ン
）

二

研
究
会
活
動

千
葉
大
学
法
政
経
学
部
内
で
、
二
〇
一
六
年
度
に
次
の
研
究
会
が

催
さ
れ
ま
し
た
。

１

千
葉
大
学
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
研
究
育
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
未
来
型
公

正
社
会
研
究
）

二
〇
一
六
年
四
月
二
七
日

第
三
回
研
究
会

テ
ー
マ
「
合
理
と
不
合
理
の
間
―
日
本
の
非
正
規
雇
用
法
制

を
考
え
る
」

報
告
者

皆
川
宏
之

二
〇
一
六
年
六
月
八
日

第
四
回
研
究
会

テ
ー
マ
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
『
移
民
』
問
題
か
ら
学
ぶ：

森
千

香
子
著
『
排
除
と
抵
抗
の
郊
外
』
を
題
材
に
」

報
告
者

酒
井
啓
子

三
宅
芳
夫

中
村
千
尋

水
島
治
郎

（
共
催：

科
研（
基
盤
Ａ
）「
宗
教
の
政
治
化
と
政
治
の
宗
教
化
」）

二
〇
一
六
年
七
月
二
七
日

第
五
回
研
究
会

テ
ー
マ
「A

SEA
N

の
統
合
は
ど
こ
へ：

イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ

ネ
ス
に
つ
い
て
考
え
る
」（W

hither
the

A
SEA

N
Integration:A

Focus
on

its
Inclusiveness

）

報
告
者

石
戸

光

二
〇
一
六
年
九
月
一
四
日

第
六
回
研
究
会

テ
ー
マ
「
自
由
と
権
利
か
ら
公
正
を
考
え
る
―
左
翼
リ
バ
タ

リ
ア
ニ
ズ
ム
を
手
掛
か
り
に
」

《雑 報》
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報
告
者

中
井
良
太

二
〇
一
七
年
二
月
一
〇
日

第
七
回
研
究
会

テ
ー
マ
「
首
都
圏
に
く
ら
す
未
婚
女
性
に
と
っ
て
恋
愛
結
婚

の
条
件
と
は
何
か
―
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
分
析
か
ら
―
」

報
告
者

府
中
明
子

二
〇
一
七
年
三
月
一
五
日

第
八
回
研
究
会

テ
ー
マ
「
人
と
人
を
つ
な
ぐ
―
中
間
支
援
の
事
例
を
通
し

て
―
」

報
告
者

七
星
純
子

二
〇
一
六
年
一
一
月
一
九
日

第
二
回
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム「A

SEA
N

の
統
合
と
開
発
―
メ
コ
ン
川
と
ミ
ャ
ン
マ
ー
か
ら
考
え
る
」

―W
hither

the
A
SEA

N
Integration:the

Case
for

In-
clusiveness

―

Eriko
H
am

ada

（
濱
田
江
里
子
）“W

hat
can

Japan
do

for
M

yanm
ar? ”

Seiichi
Igarashi

（
五
十
嵐
誠
一
）、“M

ulti-stakeholder
A
pproach

to
the

A
SEA

N
Integration ”

Iw
ao

Fujisaw
a

（
藤
澤
巌
）、“Regional

Collaboration
Fram

ew
ork:LegalPerspectives ”

２

千
葉
少
年
問
題
研
究
会

二
〇
一
六
年
五
月
一
九
日

第
五
四
回

テ
ー
マ
「
司
法
領
域
に
も
役
に
立
つ
ス
キ
ー
マ
療
法
入
門
」

報
告
者

伊
藤
絵
美
（
洗
足
ス
ト
レ
ス
コ
ー
ピ
ン
グ
・
サ
ポ
ー

ト
オ
フ
ィ
ス

千
葉
大
学
子
ど
も
の
こ

こ
ろ
の
発
達
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
）

二
〇
一
六
年
七
月
二
一
日

第
五
五
回

テ
ー
マ
「
長
期
受
刑
者
収
容
施
設
に
お
け
る
臨
床
の
実
際
」

報
告
者

東
本
愛
香
（
千
葉
大
学
社
会
精
神
保
健
研
究
教
育
セ

ン
タ
ー
）

帯
施
龍
一
（
千
葉
刑
務
所
）

二
〇
一
六
年
九
月
八
日

第
五
六
回

テ
ー
マ
「
少
年
事
件
と
メ
デ
ィ
ア
」

報
告
者

川
名
壮
志
（
毎
日
新
聞
千
葉
支
局
）

二
〇
一
六
年
一
一
月
二
四
日

第
五
七
回

テ
ー
マ
「
裁
判
所
と
協
働
す
る
付
添
人
活
動
―
裁
判
官
が
付

添
人
を
経
験
し
て
―
」

報
告
者

藤
永
祐
介
（
大
阪
弁
護
士
会
子
ど
も
の
権
利
委
員
会

委
員
）

二
〇
一
七
年
一
月
二
六
日

第
五
八
回

テ
ー
マ
「LGBT

と
子
ど
も
た
ち
」

報
告
者

村
田

悠
（
レ
イ
ン
ボ
ー
千
葉
の
会
）

上
井
ハ
ル
カ
（
レ
イ
ン
ボ
ー
千
葉
の
会
）

二
〇
一
七
年
三
月
二
日

第
五
九
回

テ
ー
マ
「
生
活
貧
困
支
援
を
通
し
て
感
じ
る
子
ど
も
の
貧
困
」

報
告
者

金
田
由
希
（
千
葉
市
生
活
自
立
・
仕
事
相
談
セ
ン

タ
ー
稲
毛
相
談
員
）

１９６（３）



三

修
士
論
文
題
目

二
〇
一
六
年
度
の
千
葉
大
学
大
学
院

人
文
社
会
科
学
研
究
科
博

士
前
期
課
程
修
了
者
（
法
学
・
政
治
学
系
）
修
士
論
文
の
題
目
は
、

次
の
通
り
で
す
。

石
田

沙
希

エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活
用
し
た
在
日

外
国
人
の
自
立

高
野

竜
太

ヒ
ュ
ー
ム
の
政
治
学
―
政
治
的
秩
序
維
持
と
共
感

の
関
連

田
中

岳

ヌ
ス
バ
ウ
ム
の
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
・
ア
プ
ロ
ー
チ

―
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
か
リ
ベ
ラ
ル
的
か
」
と

い
う
問
い

畠
山

美
香

日
本
に
お
け
る
母
子
家
庭
政
策
の
現
状
と
課
題
―

就
労
支
援
政
策
と
社
会
的
排
除
／
包
摂

星
川
竜
之
介

ス
ピ
ノ
ザ
の
政
治
思
想
に
お
け
る
社
会
契
約
論
と

そ
の
諸
問
題

清
水

幹
倫

現
代
法
実
証
主
義
を
用
い
た
日
本
国
憲
法
の
妥
当

性
の
検
討

四

博
士
論
文
題
目

二
〇
一
六
年
度
の
千
葉
大
学
大
学
院

人
文
社
会
科
学
研
究
科
博

士
後
期
課
程
修
了
者
（
法
学
・
政
治
学
系
）
博
士
論
文
の
題
目
は
、

次
の
通
り
で
す
。

妻
鹿
ふ
み
子

「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
終
焉
論
」
後
に
お
け
る
支
え
合

い
の
思
想
と
実
践
―
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
と

ケ
ア
・
居
場
所
―

《雑 報》
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